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第３回 忠岡町男女共同参画計画策定懇話会 

議事録 

 

開 催 日 時 
平成 23 年 2 月 14 日（月） 

午後 14 時開会～午前 15 時 30 分閉会 

開 催 場 所 忠岡町役場２階 健康講座室 

議 長 古久保委員 

出 席 者 
古久保委員、上ノ山委員、吉田委員、髙見委員、櫻井委員、正木委員、

堀田委員、中村委員、朝倉委員、亘委員、高迫委員（以上 11 名） 

欠 席 者 林委員 

議 事 

（１）忠岡町男女共同参画計画（素案）の検討 

（２）今後のスケジュール 

（３）その他 

資 料 

・資料１ 第２回忠岡町男女共同参画計画策定懇話会議事録 

・資料２ 第２回忠岡町男女共同参画計画策定懇話会（10/25）での意

見要旨とその対応について 

・資料３ 忠岡町男女共同参画計画書（素案） 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 の 要 旨 

  開会 

  

事務局 ○挨拶 

 只今より第３回忠岡町男女共同参画計画策定懇話会を開催させていただ

きます。開会にあたり、議長の古久保先生よりご挨拶を頂戴いたします。 

  

議長 ○挨拶 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

○配布資料確認 

それでは、議事に移ります。議事進行につきましては、設置要綱第６条第

１項の規定によりまして、議長であります古久保先生にお願いをいたしま

す。 

 

それでは、お手元の次第によりまして、議事を進めさせて頂きます。 

議題１の「忠岡町男女共同参画計画（素案）の検討」をしていきたいと思い

ます。前回は、計画の基本的な考え方としての総論部分、資料３の第１章か

ら第３章を中心に審議いただきました。今回は、前回の内容を柱にしながら、

具体的にどのような事業を実施し、どのように推進していくのかについて記

述している第４章と第５章が加わった形で資料が作られております。今回ご

審議いただいた内容を踏まえて、今週金曜日から計画案を一般公開し、パブ

リックコメントを受け付けるというスケジュールを考えておりますので、ぜ

ひ、お気づきの点があれば色々とご意見をいただきたいと思います。 

それでは、資料２と資料３について、事務局よりご説明をお願いします。 

 

○資料説明 

 

ありがとうございました。ご質問、ご意見等はございませんか。 

ひとつ、私からご質問させていただきます。男女共同参画を進める上で、役

場の中では担当課・担当室のみならず、全課での関わりというのが非常に重

要になるのではないかと思いますが、この基本方針、あるいは具体的な施策

という中では、忠岡町の全課が参画してともにやっていくということで理解

してもよろしいでしょうか。 
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事務局 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

そのとおりです。役場内だけではなく、企業や各種団体なども関係してき

ますので、色々と協力しながら考えていきたいと思っております。 

 

P21、各種審議会への女性委員の登用促進とありますが、審議会は全部で

いくつあるのですか。 

 

行政委員と付属機関を合わせて、25 程度です。その中には女性の審議会委

員が入っていないものもありますので、今後は女性の委員にご参加していた

だけるようにと考えております。P21 の表をご参照下さい。 

 

資料には全般的に網羅してあるとの事だが、重点事業というか、本当に行

動を起こせる事業を絞っていかないと、無理が出るのではないか。 

 

関係部署で協議しまして、全体で対応していくところ、また各々協力して

対応していくところなど担当部署を分けてありますので、その中で研修や啓

発活動を進めていきたいと思っております。 

 

全部の活動をしなければいけないのは分かるが、本当に全て実行できるの

か。重要性のあるものをピックアップして、それだけは必ず行動を起こすと

いうことが必要ではないか。 

 

記載のとおり、10 年間の計画ということで年次的にやっていくことを考え

ているのですが、仰るとおり、庁内の検討委員会などで上げさせていただい

て重点項目の洗い出しを行って、確実に進めていくようにしたいと思いま

す。 

 

今後 10 年、年次計画をどのように進めていくのか、進捗状況を教えてい

ただいたり、意見を申し上げることのできる会も必要ではないかと思いま

す。 

 

進捗状況等はパーセンテージでは表しにくいものもありますが、出来る範

囲で資料を作りたいと思います。また、条例を作っていく必要もあると思わ

れますし、審議会等を設けるという形も考えておりますので、これについて

も検討させていただきたいと思います。 

 

我々委員の任期はいつまでか。 

 

当懇話会については、計画書の作成までとなっていますので、年度内とな

っております。 



 4 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

今後は年に一度程度、一年ごとの進捗状況の確認はやっていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

年次計画には、パーセンテージなどの具体的な数値目標が入ることをイメ

ージしておられるのですか。 

 

数字の記入については難しいが、検討させていただきたいと思います。 

 

来年、役場の職員が人事異動しても、この事業は引き継がれるのか。 

 

職員が変わったり、課が無くなったりしても、役場としてはこの事業を継

続していきます。 

 

庁内で既に取り組んでいる活動も、より充実させていくのですか。 

 

今までは男女共同参画の基本的な計画が無い中で施策を展開していたの

ですが、改めて記載することによって、各課が施策に従事することやその進

捗状況も調べることができますので、その方向で進めていきたいと思ってい

ます。 

 

今 0％の項目もあれば 10％の項目もあると思いますが、10 年後に全てを

100％にするのは難しいと思いますので、10 年後に必ず 100％を目指す項目

を絞った施策の方が良いのではないでしょうか。 

 

計画に基づいて進めさせていただく中で、どれだけの進捗があったかと言

うことも分かるでしょうし、先ほども仰って頂いたように、重点項目なども

判断しながら、100％達成できる方向で示して行きたいと思っております。 

ただ、これにつきましては地域の住民や企業の関係もございますし、100％

達成できるとは言い切れないところもありますのでご了承願えればと思い

ます。 

 

意識調査結果は、年齢によっても変わってくる。10 年後というと男女が逆

になる時代が来ることも考えられる。 

 

昨年度もアンケートを実施しておりますが、計画の見直し時にはまたアン

ケートをとって経年比較を行いたいと思っています。 

 

家庭における男女平等などでも、男性の家事については男性の料理教室も

徐々にニーズが増えてきていますし、そういったことを考えても、一年一年
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議長 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

意識のパーセンテージが変わっていくのではないかと思っています。 

 

現実を常に踏まえて施策を進めていただきたい、ということですね。 

 

P38 の No.69 高齢者への上下水道の減免措置は、実施しているのなら書か

なくてもよいのでは。 

 

実施しているから、実績として書いているのでは。忠岡町は、高齢者の福

祉は充実しています。子どもの虐待件数は出ているのですか。 

 

我々が実施している相談事業では、ＤＶ関係は昨年で１、２件の相談があ

りますが、虐待は事例がありません。ただ、役場が把握していないだけとい

う可能性はあります。 

 

ＤＶや虐待の正確な実態把握も重要だという認識があって、相談事業に力

を入れていくという認識でよろしいのですか。 

 

相談事業の中で、忠岡町の実態把握も進めて行きたいと考えております。 

 

福祉課への相談があるという点も、把握できているのですか。 

 

はい。 

 

相談しやすい窓口を作るのは重要だという話が出ています。相談しように

も、どこに相談したらよいのか分かりにくいという意見もありますので、社

会福祉のほうでも対策が必要だと思います。 

 

我々も相談事業を実施していますが、岸和田の人が忠岡町へ相談に来る、

忠岡町の人が泉大津へ相談に行く、などといった事例もありますので、広域

で連携して解決に努めているところではあります。 

 

住民にも協力する意識を持ってもらいたいと思います。 

 

住民や企業に関しては、啓発活動や研修会などに参加していただくことが

重要だと感じております。 

 

これは基本計画ですから、あまり具体的な施策に関しては記載されていな

いと思いますが、具体的な施策として下ろす際には、本日お話が出たような

ことももう一回考えていただければよいかと思います。 
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委員 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

議長 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

資料２で、前回の懇話会で出た意見に対する町の方からの対応についてまと

めておられますが、こちらについても、ご質問、ご意見はございますか。 

 

ずいぶん女性が社会に出るようになりました。かつては大阪府で女性委員

は 10 人もいないような状態でしたが、今では半数は女性になってきて、時

代も変わりました。 

 

忠岡町で、今回初の取り組みだという施策はありますか。 

 

全く一からの取り組みというのはありません。国の施策も踏まえて進めて

います。 

 

男女共同参画社会基本法ができたのはいつですか。 

 

1999 年（平成 11 年）です。 

 

10 年以上経過していますから、見直しの時期に来ており、統計と施策の策

定をあわせて進めています。 

 

以前と違うのは、P28 の No.38 性同一性障害の問題が取り上げられている

ところですね。 

 

今まで各庁それぞれで進めてこられた問題もあると思うのですが、基本方

針を明文化することによって、全庁でそれに照らして見直しをしていくと、

いくつか問題点が出てくると思います。進捗状況の報告の時には、その問題

点と改善の取り組みを明らかにいてほしい。 

 

毎年の進捗状況の中で、それも念頭に入れていきたいと思います。 

 

他の施策が、男女共同参画の施策と矛盾するのではないか、と言う疑問が

起こったときに、大阪府の苦情処理委員会のような相談先を作る予定はある

のですか。 

 

条例なども作っていきたいと考えており、その中で審議会なども設置する

予定です。 

 

資料３第５章のご説明をお願いします。 
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事務局 

 

議長 

 

委員 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

議長 

 

事務局 

 

議長 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

○資料説明 

 

第５章について、ご質問・ご意見はありますか。 

 

P41「庁内推進体制」の「庁」はこれで間違いないか。 

 

「町」ではなく、忠岡町の役場内という意味になりますので、それで間違

いありません。 

 

１「庁内推進体制の整備」は役場内、３「住民、各種団体、企業等との連

携・協力」は忠岡町全体を表していると考えてよろしいですか。 

 

はい。 

 

議題２「今後のスケジュール」について、ご説明をお願いします。 

 

○議題２説明 

 

パブリックコメントはどのような形で求められるのでしょうか。 

 

メールでも受け付けますし、投書箱も各施設に置いていきたいと思ってい

ます。 

 

計画書冊子は製本して配布するのか。 

 

計画書の公開は、ＨＰでの閲覧と、閲覧コーナーへの設置を考えておりま

す。製本したものは、議員の方や懇話会参加者、大阪府などにお届けする予

定です。計画書は 200 部作成する他、概要版の作成なども考えておりますが、

予算の都合上、数は限られてしまいます。 

 

議題３「その他」について、ご説明をお願いします。 

 

○議題３説明 

 

本日の懇話会の内容としては、来年以降実施して行く時に、最重要項目を

明確にしていく方が実効性があるのではないかと言うご意見と、チェック体

制を明確にしていく方が良いのではないかというご意見が出ました。 
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事務局 

 

 

議長 

 

 

事務局 

重点項目につきましては、各課との調整も出てきますので、時間がかかる

かと思います。 

 

他にご意見、質問はございませんか。 

それでは、私の議長の職はこれで解かせていただきます。 

 

古久保先生、委員皆様方長時間にわたりまして、ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の懇話会を終わらせていただきます。 

本日は、ありがとうございました。 

 

 

 閉会 

 

 

 


